
３面「市からのお知らせ」 ２面「市からのお知らせ」

一層の「ごみ・資源物」減量を！
家庭からのごみが増加傾向です

可燃可燃 不燃不燃

持込みごみは
(主に事業系ごみ）

19％・904㌧の減量成功！
　平成23年４月から、クリーンセンターへのごみの持込処理手数料を１㌔あたり25円から42円に改定しました。
実際に要するごみ処理経費と当時の処理手数料との間に大幅な差が生じていることなどを踏まえて改定したもの
ですが、その結果、持ち込みごみ量が減り、少なく搬入されたごみ量でも市への歳入が増える成果となりました。
持ち込まれたごみの大部分は事業系ごみです。ご協力ありがとうございました。

引き続き、分別徹底と適正排出を
　事業所から出るごみは、特に紙類の分別が徹底されていません。また、残飯などの生ごみも大量に持ち込まれ
ます。お店・会社で更なる分別やごみ減量をお願いします。また、市に収集を依頼している「少量排出事業所」では、
必ず市指定の「事業系ごみ指定収集袋」で排出してください。
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　可燃ごみの半分を「生ごみ」
が占めています。「食材を買
いすぎない」「食べ残さない」
「水分を絞る」などの工夫を
お願いします。また、「たい
肥化容器」を使うことも有効
です。

　不燃ごみの大半を占めるのが「ビ
ニール・プラスチック類」です。レ
ジ袋を断り、資源物としてお店にお
返しできるものや、市の資源物回収
に出せるものはごみにしないよう、
分別の徹底をお願いします。

　買ったお店の回収ボックスにお返
しする場合も市の回収に出す場合
も、それぞれのルールを守ってくだ
さい。ルール違反の排出はその是正
にエネルギーや費用を浪費し、ごみ
を増やすことにもなってしまいま
す。

　引っ越しシーズンの３月・
４月は粗大ごみの収集申し込
みが混み合います。早めに㈱
日野環境保全（☎581-4331）
へお申し込みください。
　また、まだ使える家具や衣
類をごみにするのはもったい
ない！リユース（再使用）は
リサイクル（再生利用）より
も良いごみ減量の方法です。
ごみ・資源分別カレンダーの
20ページに家具や衣類などを
引き取ることができる場所を
紹介していますので、参照し
てください。▲竹パウダーを使用した

　日野市オリジナルのたい肥化容器
　「段ボールコンポスト」

購入価格1,250円
（補助金適用後の価格）

資源物は買った
お店の回収ボックスへ
　（コンビニへは持ち込まないで）
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粗大ごみ

リユース（再使用）で
ごみを減量しよう！

『優良事業所』シールを配布『優良事業所』シールを配布
ごみ・資源物を適正に排出している事業所に

　家庭生活以外の事業活動に伴って生じた全てのごみは、事業系廃棄
物といい、自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。
事業系のごみは、市の許可を受けた業者に収集を委託するか、少量排
出事業者として市に登録した上で、市指定の事業系ごみ袋を利用して
市の収集に出すことができます。

▶

日野駅前
そば店「大村庵」さん
　当店では、ごみを減
らすために、生ごみは
水分を絞ってから指定
袋に入れていますし、
お客さまが食べ残しを
されないように日々味

の追求をしています。今後も環境に配慮したお店づ
くりを目指して頑張ります。

☆お店や会社が適正なごみ処理をしていることを
　市民・消費者の方々にアピールしてください！
☆お客さまは、そんなお店を応援してください！

今年度の家庭から収集しているごみ量（４～２月分）は、昨年度の同時期と比べて増加傾向です。
３～５月は新生活を始める方も多く、ごみが増える時期です。
分別を徹底し、みんなでごみゼロ社会を目指していきましょう。

※連絡先は、表紙の右上に記載されています

▶

日野駅前
「ヘアーメイクHapuna」さん
　事業系ごみ袋は、家庭用より高
いので、私のお店ではごみが出な
いよう工夫しています。例えば、
パーマ液などが入っていたボール
紙などは広げてリサイクルに出し

たり、従業員のお弁当などは食べ残さないようにしています。
　今後も、分別の徹底とごみ減量に少しでも協力できるよう
頑張っていきたいと思います。
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家庭生活以外のごみは「事業系ごみ」

　事業系ごみ袋は、家庭用より袋の価格（＝ごみ処理手数料）を高く
設定して、より一層のごみ減量をお願いしていますが、事業活動から
出たごみなのに、家庭用のごみ袋で排出している事業所が見受けられ
ます。右のⒶⒷどちらかの方法により正しく排出してください。

家庭用ごみ袋で事業系ごみを出すのはNG！

　そこで市では、紙ごみや食品残さをリサイクルするなどのごみ減量
の工夫をしながら、適正に処理していただいている事業所を「ごみ・
資源物適正排出優良事業所」として認定し、市のホームページなどで
紹介することにしました。認定した事業所には上図のシールを店頭や
排出場所等に貼っていただきますので、市民・消費者の皆さんはこの
シールを見ましたらそのお店・事業所の応援をお願いします。

正しく排出・そしてごみ減量に努力している事業所を市民は応援！
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お申し込みは 日野市クリーンセンターごみゼロ推進課へ


